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ま え が き 

 

NPO という言葉が一般に根付き始めたのは、この 10 年のことである。この間我が国

は前例のない不況の中で、高齢者介護問題、ニートやフリーターの増加、子供への虐待、

薬物汚染、食品に対する不安、地震や台風などの災害など、様々な社会問題に直面して

きた。このような社会不安に対し、地域社会が自ら解決しようと NPO を立ち上げ活動を

行うようになってきている。 
1998 年の特定非営利活動促進法（NPO 法）施行を受けて、特定非営利活動法人（NPO

法人）の数は増加の一途をたどり、現在 3 万団体を数えるまでになっている。行政もこ

れまで自ら行ってきた公共サービスを民間に託す動きが活発になってきており、今後

NPO の果たすべき役割は大きくなっていくことは間違いない。 
本研究は、「NPO の『就労』に関する研究」というテーマで 2003 年度から 3 年にかけ

て調査分析を実施してきた。これまでの研究の中で NPO の発展のためには人材の確保、

財政の安定と法整備が必要であるとの課題を投げかけているものの、実際どのように充実さ

せていけばよいのかについては漠然とした状況であった。本報告書では、過去 3 年間の調査

データを使い、人材・財政の視点からさらに分析を深め、新たに聞きとり調査を実施し、よ

り詳細な実態に迫ろうとした。また、先進諸外国におけるボランティアをめぐる法整備につ

いてのまとめも行い、日本への示唆するものを提示することにした。 
NPO と「就労」に関する研究はまだ緒についたばかりであり、本研究は今後進められ

るべき研究蓄積の最初の一里塚とも言うべきものであるが、これまで必ずしも整理され

てこなかった数々の知見を提供できているのではないかと考える。本研究報告書が広く

読まれ、今後の NPO の発展と、NPO の「就労」を考える上で政策担当者をはじめ、NPO
に携わる人々の参考になれば幸いである。 
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